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参加費:無料 

 

 

《セミナー・テーマ及び要旨》 

 函館周辺地区における当クラブ会員の皆様を中心に、下記要領にて経営セミナーを開催します。 

＊第Ⅰ部 「平成 22 年度 北海道の中小企業向け製品開発補助金について」 

      講師；財団法人北海道中小企業総合支援センター  

   ＊第Ⅱ部 「改正労働基準法ポイントセミナー」 

        講師；むらずみ経営グループ 社会保険労務士 佐藤 賢一 

 

 【労基法改正の要旨】平成 22 年 4 月 1 日から施行される「改正労働基準法」は、長時間労働の抑制

を第一の目的としており、企業における労働時間のあり方がますます問われる時代になると同時に労

務管理実務へ大きな影響を与えます。また、働く社員の権利意識や仕事への価値観は急速に変化して

きており、本改正を契機に労使間のトラブルは一層増加することが予測されます。 

本セミナーでは、法改正の趣旨と今後の動向を含め、実務上の対応ポイント等について事例を交えな

がら解説させていただきます。 

 

《スケジュール》 

☆ 日時； 2010 年 5 月 21 日(金) 14：00～16：00（2 時間）＜定員 50 名＞ 

  場所；サン・リフレ函館 （函館市大森町 2番 14 号 TEL：0138-23-2556） 

※希望者数が 15名以下となる場合、当該地区での開催を中止する場合もございます。予めお

含み置き下さい。 

 

 

《講師プロフィール》 

佐藤 賢一 氏 

むらずみ経営グループ上席人事コンサルタント・社会保険労務士。 

中小中堅企業にマッチした人事評価制度及び賃金制度の構築、就 

業管理及び労務管理全般に関するコンサルティングを中心に、現 

在まで公益法人含め数多くの組織人事支援にあたっている。また、 

最近では中小中堅企業における非常勤人事部長のような「人事顧問」としての継続支援を

展開中。その他金融機関等主催での人事労務関連の経営セミナーを多数実施。 

 

 

 

函館地区開催 

経経営営セセミミナナーーののごご案案内内  

締め切り 5月 12 日(水) 

 


